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概要

目的

本制度は、「電子計算機を使用して作成する国税関係
帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」第四条
第3項に定められている、国税関係書類の電磁的記録

の保存（スキャナ保存）に対応している製品が、電子帳
簿保存法および関係法令に定める機能を有しているこ
とを確認し、電帳法スキャナ保存ソフトの普及を図るも
のです。

2



概要

対象
電子帳簿保存法スキャナ保存要件に対応した
ソフトウェア製品 およびソフトウェアサービス
審査申請時に販売開始となっているもの。
更新審査時に製品サポート保守が継続されていること。

認証時期
年間2回～3回 （状況に応じて随時審査する場合があります）

審査期間は申請受理より2～3ヶ月間程度を予定
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認証制度の運用体制
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認証審査用機能リスト作成、改訂
認証制度規程作成

認証審査用機能リスト チェック&コメント

文書情報管理委員会
担当理事 太田 雅之

法務委員会
e-文書法WG

電帳法スキャナ保存ソフト
法的要件認証審査委員会

光ディスク認証審査委員会

認証委員会

認証審査
認証制度規程レビュー

JIIMA事務局

認証事業運営
認証制度規程改訂

委員長 慶応義塾大学大学院 教授 手塚 悟
委員 法政大学 経営大学院 教授 石島隆

委員 公認会計士 税理士 佐久間 裕幸
委員 ＪＩＩＭＡ木村 道弘特別研究員

委員長 JIIMA顧問弁護士 牧野二郎
委員 JIIMAアドバイザー 税理士 袖山喜久造



審査基準

審査基準
電子帳簿保存法スキャナ保存要件を満たすための機能を有し
ているか、認証審査用機能リストにより、製品マニュアルと
申請書で審査します。

製品のテスト、動作確認、性能評価、品質保証は行いません。
申請者側で適正事務処理要件の順守や内部諸規程の整備と
運用等の要件が求められますが、これについては認証の範囲外
です。

審査
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証審査委員会で実施
外部機関（株式会社SHIFT ※1） にマニュアル評価を委託します。
審査員（3名）が外部機関提出の評価内容確認報告を確認し、
全員承認をもって認証合格とします。

※1 株式会社SHIFT http://www.shiftinc.jp/ 事業内容： ソフトウェアの品質保証、テスト事業
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審査用機能リスト
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機能内容

法・施行規則、通達、Q&A
グレー：判定外・推奨機能



認証有効性

認証有効性の維持
認証時の機能維持は、メーカ/サービス事業者の責任です。

認証有効期間
5年間

 有効期間中、電帳法改正があった場合は本審査を受ける必要があります。

有効期間終了前に更新審査を受けていただきます。

ソフトウェアが改修された場合、その内容がわかる
改訂履歴を JIIMA へ提出いただきます。
動作環境変更を除く電帳法スキャナ保存機能に大きな
機能変更がある場合は、更新審査を受けていただきます。
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認証証、費用など

認証書等の発行
認証書、認証ロゴマークを発行。（対応法施行年度を記載）

 HP、カタログ、マニュアルに掲載可。
認証製品・サービスはJIIMAホームページに
掲載・公表。

費用
本審査(初回,法改正後） 25万円（税別）
更新審査 15万円（税別）
2製品同時申請総額 平成29年3月末まで35万円、次年度以降 40万円
3製品同時申請総額 平成29年3月末まで52万5千円、次年度以降 60万円
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認証製品
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・申請中 1製品 （2017/2/24時点）
・認証ソフトウェア一覧は http://www.jiima.or.jp/soft_certification/list.html で公開しています。

ソフトウェア名称 バージョン メーカー 備考

ArcSuite Engineering 3.0 富士ゼロックス株式会社 平成28年度対応

Apeos PEMaster Evidence Manager 2.4 富士ゼロックス株式会社 平成28年度対応

DocuShare 7.0 富士ゼロックス株式会社 平成28年度対応

MFクラウド経費
2016年9月版
（以降）

株式会社マネーフォワード 平成28年度対応

ReportFiling（+タイムスタンプオプション） V.6.2
NECソリューションイノベータ
株式会社

平成28年度対応

Ridoc Smart Navigator V2 V2 株式会社リコー 平成27年度対応

TKC証憑ストレージサービス(TDS)
2016年6月版
（以降）

株式会社ＴＫＣ 平成28年度対応

WWDS証憑アーカイブ スタンダード Ver.1.5.0 株式会社ハイパーギア 平成28年度対応

快速サーチャーＧＸ V3.2 株式会社インテック 平成28年度対応

業務支援パッケージ スタンダード V1.0 株式会社PFU 平成27年度対応

http://www.jiima.or.jp/soft_certification/list.html


審査ポイント

●審査はマニュアル評価で行います。
機能リストの機能の説明があり、ユーザが操作/利用
できるかを確認します。

マニュアル記載の用語は、できるだけ法令の用語を用い
てください。

“XX機能があります。”という簡略的な記載では基準を
満たしたと判定しません。

ユーザがその機能を使用するために必要な手順を必ず
記載してください。

その機能を利用するために必要な設定があれば、
必ず記載してください。
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機能リスト活用法
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対応製品を開発するメーカー

•機能設計の参考にしてください。

•自社製品に必要機能があるか確認できます。

これから製品を選定する/自社開発されるユーザ

•認証製品を選定することを推奨します。

•対象製品に必要機能があるか確認できます。

•機能設計の参考にしてください。



お問い合わせ

認証制度紹介ホームページ
http://www.jiima.or.jp/soft_certification/index.html

各規程、申請関係書類をダウンロードできます。

お問い合わせ先
JIIMA 事務局 ソフト認証担当
E-mail : ninsho@jiima.or.jp

TEL 03-5821-7351
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